
資料５ 

 

 

河北地区住民バスの運行形態の変更について 
 

協議事項３ 

河北地区住民バスの利便性の向上を図るため、これまでの定時定路線及び一

部定路線デマンド交通をデマンド乗合タクシーに変更し、河北地区全エリアで

運行する。 

また、月曜日から金曜日まで（１２月２９日から１月３日まで及び土・日・祝

日を除く。）午前８時から午後５時までの運行とする。 

 

 

根 拠 法 令   道路運送法第４条（一般乗合旅客自動車運送事業） 

 

運 行 主 体   河北地区住民バス運行協議会 

 

運行事業者   松山観光タクシー株式会社、富士タクシー 

 

運 行 概 要   次ページを参照 

 

運 行 車 両   小型タクシー車両 

       

実 施 日   令和７年４月１日から 
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河北地区住民バス運行協議会協議事項について 

 

令和６年１２月１８日（水）に行われました、令和６年度第２回河北地区住民バス運

行協議会において、下記のとおり協議決定したので御報告いたします。 

 

記 
 
【協議事項】 

（１）河北地区住民バスの利便性の向上を図るため、これまでの定時定路線及び一部

定路線デマンド交通をデマンド乗合タクシーに変更し、河北地区全エリアで自宅

から目的地へ運行とする。また、月曜日から金曜日まで（１２月２９日から１月

３日まで及び土・日・祝日を除く。）午前８時から午後５時までの運行とする。 
 

 

上記内容について、特に異議がなかったことから、協議決定とし、河北地区住民バス

運行協議会決定事項として地域公共交通活性化協議会へ付議することといたします。 

 

令和６年１２月２６日 

河北地区住民バス運行協議会事務局 
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